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特別徴収の事務は決して難しくありません。
この冊子で具体的な事務手続きについて
分かりやすくご案内いたします。

愛媛県では、平成27年度から県下一斉に、
個人市・県民税の特別徴収を完全実施しています。
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　愛媛県や松山市などの地方自治体は、わたしたちが豊かで健康な暮らしができるよ
う、福祉、保健、教育、消防、ごみ、公園、道路など、日々の生活の広い範囲にわたり
さまざまな仕事をしています。
　そのためにはたくさんの費用がかかりますが、この資金はみんなで税金として出し
合っていかなければなりません。
　なかでも個人市・県民税は、わたしたちの日常生活に身近な関わりをもつ愛媛県や
松山市の仕事のための費用を、それぞれが負担できる能力に応じて分担しあう税金
で、いわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなもの
といえます。

　所得税の源泉徴収義務のある事業主(源泉徴収義務者※)は、従業員の個人市・県
民税を、給与から天引きして納めることが義務付けられています。
　この給与天引きによる納入を「特別徴収」といいます。
　そして、特別徴収を実施していただく事業主のことを「特別徴収義務者」といいます。
　この冊子では、特別徴収義務者として指定された事業主が、どのような事務を行う
かを案内していきます。

※源泉徴収義務者… 会社や個人が、人を雇って給与や報酬等を支払ったりする場合
は、その都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになって
います。この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源
泉徴収義務者といいます。

個人市・県民税について

特別徴収の義務

１

２
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　地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の
源泉徴収義務がある事業主は、松山市から特別徴収義務者に指定されます。
　特別徴収義務者に指定された事業主は、納税義務者である従業員の個人市・県民税
を毎月の給与から天引き（特別徴収）して、松山市へ納めていただく必要があります。
　給与の支払が毎月でない、又は給与から税額が引ききれないなどの特別な理由がな
い限り、個人で納付（普通徴収※）することは認められません。

※普通徴収… 主に事業所得者などが市町村から送付される納付書によって納める方
法。納期は年4回（通常は6月、8月、10月、翌年1月）です。

　１月１日現在、松山市に住民登録されているか、実際に居住している人で、前年中
（1月1日～ 12月31日）に給与の支払を受けており、かつ当年度の初日（4月1日）
に特別徴収義務者から給与の支払を受けている人が対象です。

特別徴収義務者の指定

対象になる人

３

４

（参考）

地方税法第321条の4（抜粋）
　 市町村は、特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場

合においては、当該年度の初日において納税義務者に対して給与の支払をす
る者のうち所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を
徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務

者として指定し、これに徴収させなければならない。

所得税法第183条（抜粋）
　 居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の際、その給

与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、
これを国に納付しなければならない。
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平成　　　 年度 給与所得等に係る市民税･県民税　特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）

　地方税法第４１条及び第３２１条の４（第３２１条の６第１）項並びに松山市市税賦課徴収条例第
３３条３の規定によって、平成００年度給与所得等に係る市民税及び県民税の特別徴収税額を下記の
とおり決定（変更）したので通知します。また、この処分に不服がある場合は、この処分があったこ
とを知った日の翌日から起算して３箇月以内に文書をもって松山市長に対して審査請求をすることが
できます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この
処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。当該審
査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月
以内に、松山市を被告として（訴訟において松山市を代表する者は松山市長となります。）、処分の
取消しの訴えを提起することができます。ただし、①審査請求があった日の翌日から起算して３箇月
を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避ける
ため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求に
対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
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　個人市・県民税の特別徴収の徴収期間は6月から翌年5月までの12 ヶ月です。
　毎年5月中旬に、特別徴収義務者あてに次の書類を送付します。

　① 特別徴収税額の決定通知書（特別徴収義務者用）
　② 特別徴収税額の決定通知書（納税義務者用）
　③ 特別徴収納入書
　④ 特別徴収のご案内（別紙各種様式あり）
　年間の個人市・県民税額と毎月天引きする月割額
をお知らせしますので、6月中に支払われる給与から
天引きを開始するための準備をしていただきます。
※各書類のレイアウトは、現在のものと異なる場合が
あります。

特別徴収税額の決定通知書の送付７

納税義務者個人の月別金額が記載されています。

事業主が納入する納税
義務者全員分の特別徴
収税額の月別合計金額
が記載されています。

変更通知書では、摘要欄に変更事由が
記載されています。

（例）
「課税を更正」………… 所得や控除内容に
　　　　　　　 　　　変更があった場合

「給与特徴に変更」…… 特別徴収に
　　　　　　　 　　　切り替えた場合

「普通徴収に切替」……退職した場合

① 特別徴収税額の決定通知書（特別徴収義務者用）
　  特別徴収税額の変更通知書も同じ様式になります。
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② 特別徴収税額の決定通知書（納税義務者用）
　特別徴収税額の決定通知書（納税義務者用）は、個人情報保護のため中身が見えな
いよう圧着されています。事業所の方は決して中身を開けずに個人ごとに切り離し、
そのまま従業員に渡してください。

平成○○年11月 平成○○年11月

790-○○○○
松山市二番町1111番地

○○商事　株式会社

790-○○○○
松山市二番町1111番地

○○商事　株式会社　様

790-○○○○
松山市二番町1111番地

○○商事　株式会社　様

0000001234 0000001234 00000012342,000 2,000 2,000

3 8 2 0 1 9 3 8 2 0 1 9 3 8 2 0 1 9

このままの状態で
お渡しください！

※従業員が開けると、下記の内容が確認できます。

③ 特別徴収納入書（6 月から翌年 5 月分）
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　納税義務者による期限後の申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結
果などから、通知済の特別徴収税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額の変更通知
書（※Ｐ4参照）をお送りしますので、通知された変更月から特別徴収税額を変更し
ていただきます。

　事業主が納入する特別徴収税額の月別合計金額、人数をご確認ください。納入書の
金額訂正が必要になる場合があります。（※Ｐ７参照）
※ 変更通知書に記載されているのは、税額等に変更があった方のみになります。

税額の変更通知８

④ 特別徴収のご案内（別紙各種様式あり）
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　納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。
　たとえば、6月分の月割額は6月中に支払われる給与から天引きし、納期限は7月
10日となります。
　10日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。
　従業員から徴収した税額を、それぞれの市区町村ごとにとりまとめ、松山市分につ
いては次の納入書を使用して、金融機関等に納入してください。
※使用できる金融機関等は納入書裏面に記載しています。また、法人ネットバンキン

グでの納入も可能です。（詳しくは各金融機関にお問い合わせください。）

【納期の特例制度（年２回納入）】
　特別徴収税額の納入は原則、年12回の毎月納入としていますが、給与の支払を受
ける人が常時10人未満の事業所は、申請し承認を受けることによって、年２回の納
入となる「納期の特例制度」をご利用いただけます。
　「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」を7月10日ま
でに提出し、承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、６月分から11月分までを
12月10日まで、12月分から翌年5月分までを翌年6月10日までの年２回にまとめ
て納入することができます。
　※ただし、市税に滞納がある場合は、納期の特例制度はご利用いただけません。

納期と納入方法９

納入金額に変更がある場合は、
金額を訂正してご利用ください！

退職、転勤先の変更（転勤）、税額変更等により納入金額に変更があっても、
納入書の再送付はいたしません。

3 8 2 0 1 9 3 8 2 0 1 9 3 8 2 0 1 9

2,000 2,000 2,000平成○○年11月 平成○○年11月0000001234 0000001234 0000001234

790-○○○○
松山市二番町1111番地

○○商事　株式会社

790-○○○○
松山市二番町1111番地

○○商事　株式会社　様

790-○○○○
松山市二番町1111番地

○○商事　株式会社　様

訂正方法　黒のボールペンで納入金額（1）の額を二重線で消して、納入金額（2）の各欄に変更後の金額を
記入してください。￥記号は記入しないでください。訂正印も不要です。

訂正した部分は再度訂正できませんので、
納入直前の訂正をお願いします。
予備の納入書も金額などを記入してご利用いただけます。
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★6月1日から12月31日までに退職等した場合
　特別徴収できなくなった残りの税額は、個人が納付する普通徴収へ切替となりま
す。納税義務者の申し出もしくは了解を得た場合は、退職時に支払う給与または退職
手当等から一括徴収していただくことができます。

★1月1日から4月30日までに退職等した場合
　地方税法第321条の5第2項の規定により、特別徴収できなくなった残りの税額
は、本人の申し出がなくても、5月31日までの間に支払う給与または退職手当等か
ら一括徴収することが義務付けられています。

（一括徴収すべき税額が給与または退職手当等を超える場合は、この限りではありません。）
※５月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納めていただきます。

　退職所得に対する個人市・県民税は、退職者が退職手当等の支払いを受けるべき日
（通常は退職した日）の属する年の1月1日現在の住所地の市区町村へ、徴収した月
の翌月10日までに納めてください。
　税額の計算方法や申告についての小冊子を配布していますので、必要な場合はお問
い合わせください。

退職・休職者の徴収方法

退職所得に対する個人市・県民税の特別徴収

10

11

納入書の記入方法（すべて黒ボールペンで記入してください。）
①納入金額（2）の退職所得分の税額を記入し、合計額も変更し

てください。（※そのほかの記入上の注意点はＰ7参照）
②裏面の納入申告書欄へ右図のように記入してください。

3 8 2 0 1 9 3 8 2 0 1 9 3 8 2 0 1 9

2,000 2,000 2,000平成○○年11月 平成○○年11月0000001234 0000001234 0000001234

790-○○○○
松山市二番町1111番地

○○商事　株式会社

790-○○○○
松山市二番町1111番地

○○商事　株式会社　様

790-○○○○
松山市二番町1111番地

○○商事　株式会社　様

↑３ヶ所
記入

裏面

※現在のレイアウトとは
　異なる場合があります。



 

（地方税法施行規則第９条の２４） 
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○○商事　株式会社

〒790-0000

松山市二番町1111番地

中

ナカ

島

ジマ

　次

ジ

郎

ロウ

松山市大浦○○○○番地

東京都千代田区白河町二丁目○○−××

12,000 5,000 7,000 H00  10   31

46

00

1

11

23

5

6 10

089  　 900　  　0000

0000001234

山田　一郎

00003

転勤については、必ず事業所間
で連絡調整の上、提出をお願い
します。（双方の合意がなかった
場合、給与天引きが継続できな
いことがあります。）

転勤等により特別徴収
継続の場合の記入例

○○商事　株式会社

〒790-0000

松山市二番町1111番地

松

マツ

山

ヤマ

　太

タ

郎

ロウ

松山市二番町○○○番地

同　上

24,200 10,200 14,000

14,000
14,000

2,829,548

384,759

H00  10   31

10　  　　25

46

00

11

11

1

5

11   15

6 10

089  　 900　  　0000

0000001234

山田　一郎

11
松
山

00

退職等により一括徴収する
場合の記入例

東
ト ウ キ ョ ウ ト チ ヨ ダ ク シ ラ カ ワ チ ョ ウ

京都千代田区白河町二丁目○○−××
102-0000
×
バ ツ

×
バ ツ

産
サ ン

業
ギョウ

　株
カ ブ

式
シ キ

会
ガ イ

社
シ ャ

0000005678

（03）1000−0000

11

1,000

00001

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

1 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6
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特別徴収への切替など13

本依頼書の提出日（到着日）によっては、ご希望の徴収
開始月が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

事業所の合併や新しく法人と成った場合など、法人番号の
追加・変更があった場合は、必ず記入してください。

　中途就職や休職からの職場復帰など、年度の途中でも「特別徴収への切替依頼書」
を提出することで、特別徴収へ切り替えることができます。
　また、特別徴収義務者の所在地・名称等の変更があった場合は、所在地・名称変更
届出書をご提出ください。
※現在のレイアウトとは異なる場合があります。

所在地と違う場所へ書類
の送付を希望する場合の
み、記入してください。

マイナンバー制度の導入に伴い、法人番号の記入
が必要となりました。提出される方が個人事業主
の場合、記入不要です。

マイナンバー制度の導入に伴い、法人番
号の記入が必要となりました。提出され
る方が個人事業主の場合、記入不要です。
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特別徴収に関するQ&A14

個人市・県民税の特別徴収とは、給与の支払者である事業主が従業員の個人市・県民税

を給与から天引き（特別徴収）して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。

個人市・県民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか？Q1

A1

地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人市・県民税を特別

徴収することが義務付けられていますので、従業員個々の希望で徴収方法を選択するこ

とは認められていません。

従業員から、「給与からの天引きではなく自分で納付できないか。」と言
われているのですが、特別徴収は必ずしなければならないのですか？

Q2

A2

新たな法改正などがあったわけではなく、これまでも地方税法の規定により、特別徴収

をしていただく必要はありましたが、それが徹底されていませんでした。

そのため、愛媛県では平成27年度から制度を徹底することとし、松山市では個人市・

県民税の特別徴収完全実施に向けて段階的に取り組んでいます。

今まで特別徴収をしなくてもよかったのに、何か法改正があったのですか？Q3

A3

事務が増えて手間がかかるなどの理由で、特別徴収を行わないことは法令上認められて

いません。

個人市・県民税の特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報

告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に各従業員の特別徴収税額をお知

らせします。その税額を毎月の給与から天引き（特別徴収）していただきますので、所

得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。

事務に手間がかかるため、特別徴収を行いたくないのですが。Q4

A4

従業員のメリットとして、個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特

別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。

また、毎月の給与から天引きになるので、金融機関等に出向いて納付する手間がかから

ず、納付を忘れることもありません。

特別徴収にするメリットは何ですか？Q5

A5

特別徴収のギモンを
解決します！

納め忘れが
なくて
安心です！
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従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか？Q6
原則として、アルバイト・パート・役員等すべての従業員から特別徴収する必要があり

ます。ただし、次の場合については、普通徴収とすることができます。

　普Ａ　給与の支払期間が不定期（例：給与の支払が毎月でない）

　普Ｂ　給与が少なく税額が引ききれない・給与支払金額965,000円以下

　普Ｃ　退職者・退職予定者（５月末日まで）

　普Ｄ　他の事業所で特別徴収・普通徴収として扱う乙欄該当者

該当する理由がある場合は、給与支払報告書の提出の際に「普通徴収への切替申請書」

とあわせて給与支払報告書（個人別明細書）の摘要欄に上記略号（普Ａ・普Ｂなど）を記

入してください。また、電子データ（eLTAX及び光ディスクなど）で提出する場合は切

替申請書の提出は不要ですが、給与支払報告書（個人別明細書）の「普通徴収」欄にチェッ

クを入れ、摘要欄には略号を入力してください。

A6

原則として、前年の給与収入額が大きい事業所から特別徴収されますが、事業所から市

に提出する給与支払報告書の内容や前年度の状況から、市がどの事業所で特別徴収して

いただくかを決定します。

2ヵ所以上の事業所に勤務している従業員はどこから特別徴収されますか？Q7

A7

個人市・県民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは原則として

ありません。

ただし、従業員による期限後の申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結

果などから税額が変更になる場合があります。その場合には、松山市から変更通知書を

お送りしますので、それ以降は変更後の金額で天引きをお願いします。

毎月の税額が途中で変わることはないのでしょうか？Q8

A8

従業員に退職、休職、転勤等があった場合、どうすればよいですか？Q9
従業員に退職、休職、転勤等があった場合は、異動があった日の翌月10日までに、「給

与支払報告書　特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があり

ます。なお、異動届出書の提出がなかったり遅れたりすると、事業主の滞納や過誤納が

発生する原因となり、従業員の納税証明書が発行できないなどの不都合が生じますの

で、期限までの提出をお願いします。（※Ｐ9「12異動届出書などの提出」参照）

A9

毎月納入するのは面倒なのですが、他に方法はありますか。Q10
従業員が常時10人未満の事業所については、申請により年12回の納期を年2回にま

とめて納入する「納期の特例制度」があります。（※Ｐ7「納期の特例」参照）

また、特別徴収した税額は法人ネットバンキングでの納入も可能です。詳しくは各金融

機関にお問い合わせください。

A10



お問い合わせ先
内容によって担当課が異なりますのでご注意ください

松山市役所
〒790-8571　松山市二番町四丁目７番地２

理財部　市民税課
TEL 089-948-6290〜6298

理財部　納税課
TEL 089-948-6264・6266

●個人市・県民税の課税について（P1 ～ P6）
●特別徴収への切替、所在地・名称変更届出書について（P11）

●個人市・県民税の納入、納期の特例制度について（P7）
●退職所得に対する個人市・県民税の特別徴収について（P8）
●異動届出書（退職・休職・転勤等）について（P8の一部、P9 ～ P10）

Ｈ28.11


